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（２）更新
貿易登録の有効期間は２年間です。更新を行う際は、メインメニューから「登録内容
の変更/有効期間更新」を選択します。
更新は有効期間満了日の30日前から行うことができます。
なお、更新手続きと合わせて、貿易登録内容（社名や住所等の企業情報）の変更、署
名者の追加・変更・停止を行うことも可能です。
※すでに「変更」手続きの作成途中のデータがある場合、更新を行うことができませ
ん。その場合は、変更を選択し、「申請キャンセル」ボタンをクリックすることで、
変更手続きを取り消していただく必要があります。

申請者
管理者ＩＤ

【更新手続きを完了させるには、商工会議所への書類提出が必要です】
・更新手続きはシステム内だけでは完了しません。システム内で更新手続きを進めていただいた後、商工会議所に誓約書等の書類を提
出し、商工会議所の手続きが完了した後に更新が反映されます。

貿易登録期間を過ぎた場合は
発給申請できません
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（２）更新①貿易登録内容の変更
・貿易登録内容の変更・更新画面が表示されますので、変更がある場合は直接修正します。
・修正完了後、または変更がない場合は画面下の「署名者確認に進む」ボタンをクリックします。

申請者
管理者ＩＤ

【入力作業データの途中保存】
※作成から60日間保存されます。
・「署名者確認に進む」をクリックすると、
本画面の入力内容が途中保存されます。後日、
途中保存されたデータから更新手続きを再開す
ることができます。 「署名者確認に進む」を
クリックせずに別画面に移動したりログアウト
したりすると、入力（変更）内容が反映され
ませんのでご注意ください。

・途中保存データは「申請キャンセル」を
クリックすることで削除されます。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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（２）更新②署名者の追加・変更・削除
・署名者の追加・修正・削除がある場合は一覧から操作します。

追加、変更、削除を行うと「申
請区分」の欄に反映されます。

申請者
管理者ＩＤ

【入力データの途中保存】
更新ボタンをクリックするタイミングで、作業中の
データが途中保存されます。

⇒手続き完了後（手続き不要なら何もせず）、「「必要書類の印刷」に進む」をクリックします

手続きの内容（追加・修正・削除） システム操作方法 申請区分

署名者の追加 「署名者追加」ボタンを
クリックして入力

追加

署名者の登録内容変更（役職、E-Mail、サイン形状を
変更可）
※他者へのID引継ぎ（使い回し）防止のため、氏名を
変更する場合は、登録済のユーザーIDを停止したうえ
で、署名者の追加を行ってください。

「修正」ボタンをクリッ
クし、登録内容を修正

変更

ユーザーIDの停止
※担当者の異動や氏名変更により、登録済IDを使えな
いようにする

「削除」ボタンをクリッ
ク

削除

ユーザーIDの継続（登録内容の変更なしの場合） 不要 空欄
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（２）更新③登録書類の印刷・提出

・青色の枠がついている書類を印刷します。グレーアウトされている書類は印刷できません。
・新規追加の署名者（ユーザーＩＤ）だけでなく、登録済（継続）の署名者（ユーザーＩＤ）についても、署名届に肉

筆サインが必要になります。
・印刷した書類を登録先商工会議所に提出します。なお、誓約書には押印が必要です。
・その他、新規登録時と同様の典拠書類が必要になります。

申請者
管理者ＩＤ
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